
第 92号議案

長岡京市公告式条例の一部改正について

長岡京市公告式条例 (昭 和 25年長岡京市条例第 2号 )の 一部を別紙の と

お り改正するものとする。

令和 5年 12月 5日 提 出

長岡京市長 中小路 健 吾

(提案理由)

規則等の公布の手続及び掲示場の設置ヵ所数を見直すことにより、事務の

効率化を図るため、条例の一部を改正する必要があるので提案する。



長岡京市公告式条例の一部を改正する条例

長岡京市公告式条例 (昭和 25年長岡京市条例第 2号 )の一部を次のように改正する。

附 則

この条例は、令和 6年 4月 1日 から施行する。

改正前改正後

前条の規定は、規則にこれを準用
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